
自動運転車両の呼称

レベル 自動運転レベルの概要 運転操作※の主体 対応する車両の名称

レベル１
アクセル・ブレーキ操作またはハンドル操作のどちらかが、部
分的に自動化された状態。

運転者

運転支援車

レベル２
アクセル・ブレーキ操作およびハンドル操作の両方が、部分的
に自動化された状態。

運転者

レベル３

特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運
行装置が運転操作の全部を代替する状態。
ただし、自動運行装置の作動中、自動運行装置が正常に作動し
ないおそれがある場合においては、運転操作を促す警報が発せ
られるので、適切に応答しなければならない。

自動運行装置
（自動運行装置の作動が
困難な場合は運転者）

条件付自動運転車（限定
領域）

レベル４
特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運
行装置が運転操作の全部を代替する状態。

自動運行装置 自動運転車（限定領域）

レベル５ 自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態。 自動運行装置 完全自動運転車

※ 車両の操縦のために必要な、認知、予測、判断及び操作の行為を行うこと

〇 ASV推進検討会（※）において合意する名称は、市場で販売される自動車についてユーザーが
機能やその限界等を正しく理解し適切な運転操作等を行うよう促すことを意図したもの。

（※）自動運転の実現に必要なＡＳＶ（先進安全自動車）技術について、開発・実用化の指針を定めることを念頭に具体的な技術の要件等に
ついて検討する産学官の有識者・関係者で構成される検討会。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/01asv/documents.html

〇 このため、その対象範囲は、自動車メーカーが、消費者に対して、具体的な車種について
広報・宣伝を行う際に使用する資料（テレビCM、新聞・雑誌の広告、パンフレット等）を想定。


